
石田 一が理研ビタミン＜4526＞株式の大量保有報告書を提出

東証１部の理研ビタミン＜4526＞について、石田
一が11月6日付で財務局に大量保有報告書（5%ルール報告書）を新規提出した。

提出理由は「理研ビタミン株式会社と取引関係にある企業に会社の発行する普通株式の保有を奨励し、
その取得を容易ならしめることで、企業の資産形成に資するとともに、会社と企業の関係をより緊密に
すること」によるもの。

報告書によると、石田
一の理研ビタミン株式保有比率は、7.25%と新たに5%を超えたことが判明した。

報告義務発生日は、2020年11月1日。


